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安全・安心な
　まちづくり

■より身近な区行政の実現
区民の視点に立った区行政の展開とサービスの推進を実現する
ため、区民アンケート、区政会議、広報・広聴事業、職員の人材育
成を実施

■官民連携の一層の強化
企業・NPO・学校・地域交流会　多様な団体が持つ独自の力を
活力ある地域づくりに活かせるよう連携

■ＩCTを活用した地域力の強化
ＩCTの活用　行政オンラインシステムを
活用したスマート申請・来庁前予約
すみのえ情報局　地域活動・社会貢献
活動を情報発信できる環境の構築

☑災害に負けないまちづくりに向け、

●減災のための環境整備を行います。
･津波避難ビルや防災パートナーの拡充

●防犯意識の向上に向けた啓発を行います。
･特殊詐欺被害を未然に防止するための取組や、
防犯出前講座の実施
･警察と連携した、特殊詐欺被害防止録音機の貸与

☑犯罪のない安心して暮らせる環境の実現に向け、

●街頭犯罪抑止のための環境整備を行います。
･青色防犯パトロールカーでの巡回や、街頭犯罪防止を
目的とした防犯カメラの維持管理（　142万円）

は区の予算です。そのほか、各局や教育委員会においても予算措置がされています。

　　　　　　　　　防災力の向上

区民が身近な方々と助けあいながら災害から命を守る自助・近助力の向上に

注力し、また、避難行動要支援者に対する個別避難計画の作成を地域と連携し

て進めることで、地域における防災力の向上を図ります。

■注目の取組⑤

運営方針とは、企業活動などで使われる「戦略計画」（経営戦略）の考え方を行政に取り入れたもので、成果を常に意識して取組の有効性を
チェックし、改善や新たな展開につなげるPDCAサイクルの徹底を狙いとして作成しています。また、運営方針は住之江区将来ビジョンの
単年度ごとの具体的取組でもあります。

住之江区将来ビジョンでは、各施策を支える手法を掲げています。

施策推進のために

●自助・近助・共助による防災力の向上と、圧倒的多数の
人材育成を図ります。
･防災意識の向上にむけた啓発（　975万円）

将来ビジョンは
こちら

運営方針は
こちら

窓口手続きの
予約・申請

すみのえ
情報局


